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インフレーション会計の基本問題

藤 重 義 則

ー

下落および価格上昇の影響を補足的情報として

資本市場に向けてディスクローズする方法であ

る2)。

インフレーション下では取得原価主義会計に

よる損益計算機能の麻痺がよく指摘される。し

かし，このような会計現象をどのように理解す

るかによって，ィンフレーションの会計計算に

及ぽす影響の受けとめかたも異なってくる。す

なわち，会計対象である企業の経済事象が撹乱

された結果として取得原価主義会計の損益計算

機能が一時的に麻痺するにすぎないと考えるか，

それとも，貨幣価値の下落あるいは物価水準の

上昇を反映しえない取得原価主義会計の重大な

欠陥であると考えるのかによって，インフレー

ションヘの会計的な対処の仕方も異なってくる

のである。

前者の場合は，取得原価主義会計の基本的枠

組みは依然として有効性をもっていると仮定す

ることになるので，あくまでも一時的あるいは

補足的な会計処理を行うことによって，ィンフ

レーション下の損益計算機能を現実的なものに

回復することができると言うことになる。しか

しながら，このような対処の仕方も二通りあり

うる。一つは，社会経済政策の立場から実施さ

れた戦後の我が国のハイパー・インフレーショ

ン下での『シャウプ勧告』に端を発した『資産

再評価法』にみることができる鸞いま一つは，

近年，会計情報の公開の立場から盛んに主張さ

れるようになってきたものであり，貨幣価値の
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1) 戦後の我が国のインフレーション下のもとで，経

済政策の観点から， 1949年『シャウプ勧告』は法人. . . . . 
企業に対する固定資産の強制専評価李提言し，その

後，『資産再評価法』によって任意再評価が実施され

ることになった。このような強制再評価から任意再

評価への変質は，社会経済と個別経済との連関にお

いて会計計算の意義を再検討しなければならない

ことを示唆している。また，インフレーション時に

おける資産再評価を巡って，会計理論上，多様な視

点から，促進論，自重論および不要論などの諸説が

展開されている。

2) 近年のインフレーション会計は，資本維持論の観

点からではなく，情報論的な観点からアプローチさ

れている。この立場を代表するものとしてつぎのも

のがある。

Financial Accounting Standards Board, State-
ment of Financial Accounting Standards No. 33, 
"Financial Reporting and Changing Prices", Se-
ptember 1979. —以後は，「FASB, No. 33」とす

る。

FEP Sandilands (Chairman), Report of the Infla-
tion Accounting Committee, Inflation Account-
ing, September 1975. およびThe Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales, 
Current Cost Acconting, Statement of Standard 
Accounting Practice No. 16, March 1980. 

FASB基準書第 33号は，取得原価主義会計の有

用性を認め，かっ，ィンフレーション会計情報を作

成するために，測定単位として統一ドル基準 (con-
stant dollar basis)を採用するとともに，非貨幣性

資産については現在原価基準 (currentcost basis) 
による評価を提言している。他方，サンディランズ

報告書は，測定単位として名目貨幣単位 (monetary
units)を採用し，非貨幣性資産については「企業に

とっての価値」 (valueto the business)による評価

を提言している。

アメリカおよびイギリスにおけるインフレー

ション会計制度化の経緯やその特徴を検討したも

のとしてつぎの文献を参照している。加古宜士著

『物価変動会計』中央経済社，昭和 56年。および森

田哲禰責任編集『インフレーション会計』中央経済

社，昭和 57年。
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これに対して，後者の場合は，取得原価主義

会計の根本的な破綻を指摘することになるので，

これに取って替わる新たな会計計算の構造を再

構築しなければならないことになる。この観点

に立脚する代表的なものは，エドワーズ＆ベル

などによる取替原価会計ならびにチェンバース

による売却時価会計等がある乳いずれの会計

も企業に及ぼす市場の影響を損益計算に組込む

べきであるという点で一致しており，両会計の

異なる点は，一方が，購入市場を重視し，他方

が，販売市場を重視していることである。

ところで，今日，ィンフレーション会計は，

一般物価水準の上昇，下降あるいは停滞のいず

れの経済現象であろうとも，個別価格の変動（と

りわけ，上昇）が企業に及ぼす影響を反映する

個別価格変動会計として展開されている。なぜ

インフレーション会計は，一般物価水準変動会

計として根付かずに個別価格変動会計へと変化

してきたのであろうか。あるいは，このような

インフレーション会計をめぐる理論状況の変化

をいかに説明することができるであろうか。こ

の点について，たとえば，イギリスのサンディ

ランズ委員会報告による『インフレーション会

計』は，「コストや価格における変動の性質なら

びにインフレーションの性質についての理解が，

インフレーション会計の研究にとって重要であ

る。当委員会の見解としては，このような基本

問題についての理解の欠如が，ィンフレーショ

ン会計を困難や混乱に陥れてきたように思われ

る」4) と指摘している。

そこでまず，サンディランズ委員会報告に

3) Edwards, Edgar O and Bell, Philip W., The 
Theory and Measurement of Business Income, 
1961. および Chambers,Raymond ]., Accounting, 
Evaluation and Economic Behavior, 1966. 

4) FEP Sandilands, ibid., p. 9. 

第 53巻第 1・2号

よって指摘されたようなインフレーション会計

の基本問題を明らかにするために，一般物価水

準変動会計と個別価格変動会計とは，それぞれ

どのような観点からインフレーションの問題に

アプローチしているのかを考察する。もちろん，

このようなインフレーション会計の基本問題に

ついての検討は，会計をどのように理解するの

かというより基礎的な問題とのかかわりにおい

て行わなければならないと思われる。

＂ 
インフレーションとは，経済学上，一定期間

の継続的な一般物価水準の上昇と同時に貨幣価

値の下落する状態と定義されている。すなわち，

経済現象としてのインフレーションは，財と貨

幣との二側面から観察することが可能であると

言うことである。さらに，貨幣価値の下落，ぁ

るいは一般物価水準の上昇が，個々の企業に対

して均ーに作用するならば，ィンフレーション

による影響は問題とならないであろう。しかし

ながら，ィンフレーションは，そもそも，社会

経済的な観点からみれば，生産や分配の局面に

おいて異なる影響をもたらすことになる。した

がって，ィンフレーション会計が必要とされる

のは，貨幣価値の下落，あるいは一般物価水準

の上昇による影響が個々の企業にとって一様で

ないという事実にもとづくものであろう。それ

ゆえに，ィンフレーション会計は，個々の企業

ごとにインフレーションの影響をいかにして明

らかにするかという課題に取り組まねばならな

いことになる。

さて，会計は測定単位として貨幣単位を利用

するものであるという考え方が広く受け入れら

れている。このような見解は，測定論の観点か
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ら会計の損益計算における貨幣的評価機能を明

らかにしようとするアプローチをとるものであ

る。この測定論的なアプローチのもとでは，ィ

ンフレーションの二面性のうちいずれの側面を

重視するかによって，異なるタイプのインフ

レーション会計を構想することができる。貨幣

価値の下落を会計測定上の貨幣単位にかかわる

問題として把握するならば，貨幣の一般購買力

を重視する貨幣価値変動会計が展開されること

になる。他方，物価水準の上昇を会計測定上の

測定対象にかかわる問題として認識するならば，

個々の財・サービスの価格変動を重視する個別

価格変動会計が展開されることになる乳

そこでまず，貨幣価値変動会計の立場の代表

者としてムーニッツの見解を取り上げることに

する。彼によれば，測定対象の“長さ”という

属性や“重さ”という属性は，いずれの単位

ー一伊」えば，メーターやフィートおよびキログ

ラムやポンドなど でも表現でき，その結果

は，一方の単位から他方の単位へ変換すること

ができる。しかも，この場合，一方の単位から

他の単位への変換は，まった＜測定対象の属性

の変化を反映していない。同様のことが，“貨幣

の交換価値”の変化，すなわち，市場の財やサー

ビスに対する貨幣の支配力を測定するために，

会計上利用した貨幣単位の変化を測定しようと

する物価水準会計 (price-level accounting)に

も妥当するということである叫

この場合，貨幣の価値とは，その購買力によっ

て表現されるものであると考えられているので，

5) 同様の観点にもとづき，白鳥教授は，貨幣価値修

正と資産価値修正とに類別化している。白鳥庄之助

「インフレーション会計の基礎」，企業会計， 1980年

8月号。

6) Maurice Moonitz, "Price-Level Accounting 

and Scales of Measurement", the Accounting 

Review, July, 1970, pp. 465-466. 

貨幣価値の下落は，貨幣 1単位当たりの一般購

買力の低下によって測定されることになる。し

たがって，貨幣の一般購買力の低下傾向のもと

では，時々刻々と貨幣 1単位あたりの実質的な

価値は縮小することになる。

会計は，このような性質をもつ貨幣を共通の

測定単位として利用しているので，計算上の加

法性 (additivity)が維持できない。そこで，加

法性を回復するためには，測定単位としての貨

幣 1単位当たりの一般購買力の大きさを同一に

しなければならない。つまり，異なる一般購買

カの大きさを内包している名目貨幣単位を特定

の時点の一般購買力の大きさに統一することに

よって，会計上の貨幣単位は，測定単位として

の加法性機能を回復することができるというこ

とである鸞また，測定論の観点からは，加法性

のみが重視されることになるので，名目貨幣単

位から一般購買力単位（あるいは，実質貨幣単

位）への変換を，いかなる時点を基準にして行

わなければならないかという経済上の問題は問

われないことになる。

ところで，会計上の貨幣的評価をこのように

測定機能へ還元して理解しようとするならば，

測定一般の性質を会計上の貨幣的評価機能のな

かに貫徹させなければならないことになる。と

りわけ，ここで問題となるのは，測定単位の変

換にもとづく会計数値の変化は，測定対象それ

自体の属性変化を反映するものではなく，あく

までも，測定単位の尺度変換を反映したもので

なければならないということである。言い換え

れば， (1)測定対象の属性変化を反映したこと

7) 測定上の加法性は，名目貨幣単位のもとでも貨幣

1単位の額面価値の総和として維持されていると

考えることができるので，加法性の有無が，名目貨

幣単位から一般購買力単位への変換の必要性を説

く理由にはならないであろう。
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による測定値の変化と， (2) 測定単位の尺度変

化によって，測定対象の同一属性を表現した場

合に生じる測定値の変化とを区別できなければ，

会計測定が，測定一般の性質を持つものとは見

なされないということである。

たとえば，会計上，企業の保有する資産の取

得原価を一般購買力単位にもとづく一般物価指

数で修正した場合，その修正後の資産に関する

「再評価価額」は，資産それ自体の価格変動に

よる部分を含むものであってはならないことに

なる。しかしながら，周知のように，一般物価

指数は，貨幣と財・サービスとの価値関係にも

とづき市場で成立した個々の財・サービスの価

格変動の諸要因による影響を複合的に反映した

ものである。それゆえに，会計上，貨幣単位の

修正のために一般物価指数を利用することは，

測定対象の属性である資産の側の価値変化をも

程度の差はあっても反映することになるので，

純粋な測定尺度の修正にとどまらないことにな

る。したがって，会計上の貨幣的評価を測定一

般論へ還元し，その観点から測定単位としての

貨幣単位の性質を説明することには問題がある

と言わなければならない。また，ィンフレーショ

ン会計を貨幣価値変動会計として展開してゆく

のは，単なる測定技術上の問題にもとづくので

はない点に留意する必要がある。

III 

さて，以上のように，貨幣価値変動会計は，

一応，共通尺度としての貨幣の一般購買力に着

目することになる。そうすると，貨幣の一般購

買力は，貨幣価値の社会的•平均的な大きさを

表すことになるので，個々の企業に対するイン

フレーションの影響は均ー的なものと仮定しな

第 53巻第 1・2号

ければ，その現実的な有効性は希薄化すること

になる。このような問題点について，ギンザー

は，「“標準的な測定単位" (Standard units of 

measurement)は，すべてによって真偽が確か

められることのできる正確なものである。個々

の個別指数 (specificindexes)がそれらの平均

的な動きのあたりに大きく変動しているという

調査は，一般購買力が多くのエンティティに

とって“標準的な測定単位”にさえ接近してい

ないことを示す」8) ものであると指摘し，さら

に，ィンフレーションが個々のエンテイティに

対して異なる影響を及ぼしているという事実認

識のもとで，概念上は，「完全な物価指数は，純

粋に個人的な概念であり，特定のエンテイティ

に対してのみ適用可能である」9) と言及してい

る。つまり，貨幣の購買力は，特定の貨幣所有

者がどのような財・サービスをどのような支出

割合で選択購入するかにかかわるものである。

したがって，貨幣の個別購買力の変動こそが

個々のエンテイティにとってのインフレーショ

ンによる影響として現れてくるということであ

る。

同様のことが，ィンフレーション会計として

個別価格変動会計を提唱したサンディランズ委

員会報告によっても指摘されている。つまり，

「財およびサービスの価格変動は，個々の観察

あるいは指数の利用によって測定することがで

きる。指数は，特定の財およびサービスの集ま

りについての平均的な物価水準の変動を測定す

る。……しかしながら，物価の平均的な動向や

インフレーション率は，それぞれの個人または

エンテイティがどのように財およびサービスを

8) Gynther Reg. S., "Why use general purchasing 
power?", in Parker, R. H (ed.), Reading in Ac-
counting and Business Reserch. 1970-1977, 1978. 
p. 64. 

9) Ibid., p. 63. 
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選択するかによって異なるであろう」10) と強調

している。

このことは，個々のエンテイティにとっての

インフレーションによる影響は，社会経済的な

観点からの社会的・平均的な物価指数によって

ではなく，個々のエンテイティの立場から明ら

かにすべきことを示唆している。確かに，イン

フレーションとは，経済現象であり，それは，

一般的な財・サービスに関する平均的な物価水

準の上昇，あるいは逆に貨幣の平均的な購買力

の下落状態を意味している。しかし，「インフ

レーションは，いずれか特定のグループの財お

よびサービスの価格動向，あるいは，いずれか

特定のグループの個人やエンテイティの支出パ

ターンから独立した定量現象 (quantifiable 

phenomenon) として現れているのではな

い。」11)言い換えるならば，個々の財・サービス

の価格変動ならびに個々の個人やエンテイティ

による支出構造の複合的な作用によって生起し

ている現象をインフレーションと呼称している

ということである。

したがって，個々のエンテイティがインフ

レーションによってどのような影響を受けてい

るかを明らかにするためには，個々のエンティ

ティが所有する財・サービス等を社会的・平均

的な物価水準の変動によってではなく，個別的

な価格変動にもとづいて行わなければならない

ということになる。エドワーズ＆ベルは，この

点について，「インフレーションの時期には物価

水準の誤差が目に見えて大きくなるので，それ

に注意が引きつけられて，個別的な価格の変動

に関する問題は一般におろそかにされてき

た」12) と指摘している。そうすると，社会経済的

10) FEP Sandilands, ibid., p. 9. 
11) Ibid., p. 13. 

な観点からは，たとえゼロ・インフレーション

状態であっても，個々の商品の相対価格が変動

しているならば，このような変動が個々のエン

テイティに対して影響を与えているかぎり，

個々のエンテイティの立場からその影響を明ら

かにすべきであるということになる。いまや，

個別価格変動会計は，ィンフレーションのため

の会計というよりも，取得原価主義会計と異な

る新しいタイプの会計としての性質をもつもの

であるということができる。しかしながら，こ

の二つの会計は，いずれも貨幣的評価として名

目貨幣単位を利用するという共通点をもつてい

る。

以上，二つの異なるタイプのインフレーショ

ン会計をみてきたが，貨幣価値変動会計（ある

いは，一般物価水準変動会計）は，すべてのエ

ンティティに共通の貨幣単位として貨幣の一般

購買力の変動を重視するのであるが，逆に，す

べてのエンテイティにとって架空のものを取り

扱うことになるという問題を抱えることになり，

他方で，個別価格変動会計は，個々のエンティ

ティが所有する財・サービスの個別価格の変動

を重視するのであるが，取得原価主義会計と同

様に名目貨幣単位を利用することになるので，

通常よく指摘されるように，ィンフレーション

時に「架空利益」を計上することになるという

問題を抱えることになる。いずれにしても，ィ

ンフレーションのための会計としては，不十分

である。

そこで，アメ・リカの財務会計基準審議会

(FASB)による財務会計基準書第 33号に代表

されるような結合会計タイプのインフレーショ

ン会計が構想されるようになる。つまり，結合

12) Edwards, Edgar O and Bell, Philip W., ibid., p. 

16. 中西寅雄監修訳『意思決定と利潤計算』 13頁

-151―-



経済学研究第 53巻第 1・2号

表 1

品 目 Po Pi q。 qI か/Po Po q,。 かq。 P1 Q1 

A 100 115 10 10 1.15 1,000 1,150 1,150 

B 200 260 10 10 1.30 2,000 2,600 2,600 

C 100 117 10 10 1.17 1,000 1,170 1,170 

D 200 228 10 10 1.14 2,000 2,280 2,280 

合計 40 40 6,000 7,200 7,200 

（注） Po…基準時の購入価格， P1・.. 比較時の購入価格， P1/Po…価格比率，
Poq。…基準時の支出金額（ウエイト）， Qo…基準時の購入数量

会計とは，基本的に，個々のエンテイティの所

有する財・サービスを個別価格によって評価す

るとともに，貨幣単位としては一般購買力単位

を利用するというものである。

つぎに，節を改めて，個々の財の個別価格が

全般的に上昇するという典型的なインフレー

ション状態のもとにある二つの企業を想定して

さらにインフレーション会計の課題を検討して

ゆくことにする。

IV 

インフレーションは，社会経済における生産

や分配の局面に不均等な影響を及ぼすものであ

る。とりわけ，両者の局面への影響は，通常，

インフレーションによる富の再分配効果といわ

れている。たとえば，貨幣価値の下落は，貨幣

の一般的な財・サービスに対する支配力，すな

わち貨幣の一般購買力の低下を意味することに

なるので，貨幣債権者は貨幣の一般購買力損失

を蒙ることになり，反対に，貨幣債務者は貨幣

の一般購買力利得をうることになるということ

である。社会経済の観点からみるならば，貨幣

債権者の富が貨幣債務者へ移転することになる。

このように富の再分配が，社会経済的な現象と

して存在しているならば，そのことは，貨幣債

権および貨幣債務それ自体に価値変化が生じて

いることを示すものと考えることができる。

しかしながら，既に見てきたように，測定論

的アプローチにもとづく貨幣価値変動会計は，

貨幣価値の変化をもっぱら測定単位に関する問

題としてのみ取り扱うことになる。さらに，一

般購買力損益に関係する貨幣性項目の範疇は，

貨幣資産および貨幣負債にかぎられている。ま

た，非貨幣資産については，その取得原価と一

般物価指数による修正原価との差額を「架空利

益」と規定している。このような課題について

の検討を試みることにする。

ここでは， X社と Y社の二つの企業によって

経済活動が営まれている社会を想定し，それぞ

れの企業によって保有されている個々の財の個

別価格が全般的に上昇したインフレーション状

態を仮定する。さらに，社会経済の実質的な伸

び率は，ゼロであるとする。

表 1のような個別価格の変動にもとづく一般

物価水準変動を，たとえば，ラスパイレス算式

によって計算すると，一般物価指数は， 1.20と

なり，一般数量指数は， 1.00となる 13)。つまり，

13) ラスパイレス算式の物価指数は，基準時の数量の

組み合わせ (q。)を用いて計算される。物価指数に

対してそれぞれの Pとqとを交換すれば，数量指数

を得ることができる。この数量指数は，物量単位数

の増減率にもとづく実質伸び率を示すことになる。

なお，国民経済計算では，比較時の数量の組み合わ

せにもとづくパーシェ型デフレーターを採用して

いる。また，国民経済計算における実質伸び率は，
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社会全体としては，貨幣単位数による名目伸び

率は， 20%であるが，物量単位数による実質伸

び率は，ゼロで変化なしということである。

さて， X社と Y社の恥時点（基準時）での財

政状態は， X社が， A商品とB商品を保有し，

Y社が， C商品と D商品を保有する点だけ異な

り，その他の現金¥1,000,負債¥2,000,資本金

¥2,000などの在高は同一であると仮定する。ま

た，両社ともに t1時点（比較時）までには，な

にも取引はなかったものとする。

〔x社の場合〕

個別価格指数と一般物価指数による修正計算

条件：個別価格指数

現

A 

B 

(A商品 15%, B商品 30%)

一般物価指数 20%

B/S① (t1) 

金 1,000 借 入 金 2,000 

商 品 1,150 資 本 金 2,400 

商 品 2,600 正味購買力利得 200 -実 質 利 益 150 

4,750 4,750 

〔Y社の場合〕

個別価格指数と一般物価指数による修正計算

条件：個別価格指数

現

C 

D 

(C商品 17%, D商品 14%)

一般物価指数 20%

B/S② (t1) 

金 1,000 借 入 金 2,000 

商 品 1,170 資 本 金 2,400 

商 品 2,280 正味購買力利得 200 

実 質損失 150 ~ 
4,600 4,600 

通説の結合会計の考え方によれば， X社およ

物量ベースによって求められており，企業会計での

実質概念と必ずしも一致するものではない。

びY社の t1時点の財政状態は， B/S①および

B/S②のように処理されることになる。この場

合， B/S項目を貨幣性項目と非貨幣性項目とに

区別しなければならないことになるが， FASB

の基準書第 33号の分類方法によると，（普通株）

資本金などは，非貨幣性項目として取り扱われ

ている点に注意する必要がある 14)。一応，通説の

分類にもとづき両社の B/Sの修正項目に関す

る計算手続きを示すと，以下のようになる。

[X社の計算処理］

(1) 非貨幣性項目の修正計算

A商品： ¥(t。)1,000 X (1 +0.15) 

=¥(ti)l,150 → 増分 150 

B商品： ¥(t。)2,000 X (1 +0.30) 

=¥(t1)2.600 → 増分 600 

資本金： ¥(t。)2,000 X (1 +0.20) 

=¥(t1)2,400 → 増分 400

(2) 貨幣性項目の修正計算

14) FASB基準書第 33号は，貨幣性項目と非貨幣性

項目をつぎのように分類している。 (FASB,No. 33, 
p. 16) 

1, 貨幣性項目の範囲

(1)貨幣資産とは，貨幣ならびに特定の財あるい

はサービスの将来の価格に関係なく，固定され

る，あるいは確定できる貨幣額を受け取るため

の請求権である。

(2)貨幣負債とは，特定の財あるいはサービスの

将来の価格に関係なく，固定される，あるいは

確定できる貨幣額を支払うための債務である。

2, 非貨幣性項目の範囲

非貨幣資産

(1)本来，転売のために保有された財，あるいは

企業に対してサービスをもたらすという利用

目的のために保有された財。

(2)特定の財あるいはサービスの将来の価格に左

右される金額の現金に対する請求権。

(3)営業権あるいは株主持分 (equityinterests)の

ような残余請求権。

非貨幣負債

(1)価格の変動に関係なく，固定される，あるい

は確定できる数量で財あるいはサービスを供

給するための債務。

(2)特定の財あるいはサービスの将来の価格に左

右される金額の現金を支払うための債務。
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現金： ¥(t。)1,000 X (1二0.20)

=¥(t1)800 → 減分 200 

借入金： ¥(t。)2,000 X (1 +0.20) 

=¥(t1) 2,400 → 増分 400 

この修正計算の結果は，つぎのような等式で表

すことができる。

貨幣資産の減分 200十非貨幣資産の増分 750

＝資本金の増分400十貨幣負債の増分400

＋純増分 150

または，

非貨幣資産の増分 750=資本金の増分400

＋正味購買力利得 200十純増分 150

[Y社の計算処理］

(1) 非貨幣性項目の修正計算

c商品： ¥(t。)1,000X (1+0.17) 

=¥(t1) 1,170 → 増分 170 

D商品： ¥(t。)2,000 X (1 +0.14) 

=¥(t1)2,280 → 増分 280 

資本金： ¥(t。)2,000 X (1 +0.20) 

=¥(t1)2,400 → 増分 400

(2) 貨幣性項目の修正計算

現金： ¥(t。)1,000 X (1-0.20) 

=¥(t1)800 → 減分 200 

借入金： ¥(t。)2,000 X (1 +0.20) 

=¥(t1) 2,400 → 増分 400

この修正計算の結果は，つぎのような等式で表

すことができる。

貨幣資産の減分 200十非貨幣資産の増分450

＋純減分 150=資本金の増分400

＋貨幣負債の増分400

または，

非貨幣資産の増分450十純減分 150

＝資本金の増分400十正味購買力利得 200

貨幣価値の下落は，貨幣の額面価値 (money

face value)によって取引金額が固定されてい

第 53巻第 1・2号

るようなものに貨幣の一般購買力損益をもたら

すことになる。このような性質をもつものは，

一般的に，貨幣資産および貨幣負債と考えられ

ており，そのなかには，株主によって企業に払

い込まれた資本金などは含まれていない。した

がって， BIS①および②に計上している正味購

買力利得¥200は，貨幣負債に生じた一般購買

力利得¥400から貨幣資産に生じた一般購買力

損失¥200を差し引いた結果を示している。そ

して，貨幣負債と同様に会計上 BIS貸方項目と

して規定されている資本金については，その増

分¥400を一般購買力利得と認識せず，資本性

のものとして取り扱っているのである。

このように資本金に対して一般購買力利得を

認識しない理由として， FASBの基準書第 33

号は，それは「あいまいな純資産に対する残余

請求権を表している」15)からであると述べてい

る。この叙述は，株主持分の大きさは，貨幣負

債のように固定された貨幣額を明示するもので

はなく，時々刻々と変化する純資産の在高に

よって影響を受けるので確定することができな

いという単なる測定技術上の問題点を指摘して

いるように思われる。

確かに，貨幣負債は，債権者の立場からみる

と，確定した貨幣請求権を表すものであり資本

金などは，株主の立場からみると，未確定な貨

幣請求権を表すものである。しかしながら，両

者の相違点は，単に，請求額が確定しているか

否かということにあるのではない。両者の本質

的な相違点は，ともに企業それ自体に対して一

定額の貨幣を提供したことに変ゎりゎないが，

前者は貸付であるのに対して後者は出資という

性質をもつものであるということにある。なぜ

ならば，両者の相違を単に請求額の確定あるい

15) F ASB, No. 33, p. 101. (Appendix D) 
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は未確定に求めるのであれば，株主持分につい

ても B/Sの作成日付で残余請求額を確定する

ことはできるからである。

ところが，既に指摘したように，社会経済の

観点からみるならば，貸付による確定した貨幣

請求権であれ，出資による未確定な貨幣請求権

であれ等しくインフレーションによる富の再分

配効果を受けていることになる。同様に，企業

それ自体の立場からみれば，両者は等しく貨幣

の一般購買力利得をもたらしているはずである。

それにもかかわらず，株主持分の増分は，会計

上，貨幣の一般購買力利得であると認められて

いない。株主持分の増分が，いかなる経済的性

質をもっているかという事実認識と，その増分

を会計上の「維持すべき資本」とみるか否かは

異なる問題であると思われる 16)。それゆえに，実

質自己資本概念を持ち出してきて，株主持分の

増分を「維持すべき資本」の修正額と見倣した

からといって，その増分の性質が社会的な事実

関係のもとで貨幣の一般購買力利得であること

を否定することにはならないであろう。した

がって，株主持分は，企業にとって貨幣負債と

同様に貨幣性項目であると把握し，株主持分の

上にも貨幣の一般購買力利得の発生事実を認識

するけれども，それは，個別企業の立場から，

「維持すべき資本」を実質自己資本と措定する

かぎりにおいて，資本性のものとして処理され

ることになっているのである。

また，測定論的アプローチのもとでは，通常，

一般物価指数によって表される貨幣の一般購買

16) 森田教授は，自己資本項目に対して購買力損益を

認識しないという見解は，総資本の二元的な維持論

―自己資本の実質維持と負債部分の名目維持

ー一に立脚しているか，あるいは「維持すべき資本」

を専ら自己資本概念でとらえる，言い換えれば，資

本主理論や所有主理論にもとづくものであると指

摘している。森田哲彊著『価格変動会計論』 167-170

頁，国元書房，昭和 54年。

カの変化を測定単位に関する問題であると考え

られている。すなわち，会計上の測定単位を貨

幣の名目貨幣単位から貨幣の一般購買力単位

（実質貨幣単位）へと変換するということであ

る。しかし，このような会計上の測定単位の尺

度変換は，よく比喩として用いられる物の“長

さ”という属性を測るための測定単位をメート

ルからフィートヘ尺度変換するのとば性質が異

なることに留意しなければならない。後者の場

合，メートル単位を用いようが，フィート単位

を利用しようがいずれも測定対象の同一属性の

同じ‘‘長さ”を表していることに変わりわない。

それゆえに，メートルからフィートヘの尺度変

換は，測定対象の属性変化を反映していないと

いうことができる。これに反して，測定対象の

属性変化を反映したり，あるいはその異なる属

性を対象とするものであるならば，異なる測定

単位間における相互の変換は不可能となるので

ある。

ところが，会計上の測定単位を名目貨幣単位

から一般購買力単位へ変換するというは，たと

えば，測定しようとする貨幣資産の属性を貨幣

の額面価値から貨幣の一般購買力へと変えるこ

とをも意味している。すなわち，名目貨幣単位

と一般購買力単位とは，それぞれ測定対象の異

なる属性を表現するものなのである。したがっ

て，名目貨幣単位から一般購買力単位への「変

換」を単なる測定単位間の相互変換と混同して

はならない。仮に，その「変換」を両者の間の

相互変換と理解するならば，たとえば，貨幣性

項目に対して測定された貨幣の一般購買力損益

は，実体のない単なる測定単位の尺度変換に

よって生じた「架空の損益」にすぎないと解釈

することになり，事実認識を誤ることになるで

あろう。
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つぎに，非貨幣性項目の増分および純増分（す

なわち実質利益）の性質について検討を行うこ

とにする。非貨幣性項目については，個々の財

の個別価格指数によってインフレーション時に

おける「市場の影響」を明らかにするというこ

とになる。たとえば， X社の保有する A商品お

よびB商品についてみると，それぞれの資産価

値は， t1時点で¥150および¥600増えている

ことになる。この増分は，一般的に，基準時点

の名目個別価格（取得原価）と比較時点の名目

個別価格（時価）を比較した差額を表している

ので，その性質は，名目的な価値増分というこ

とになる。これに対して，実質的な増分とは，

個々の非貨幣資産それぞれの比較時点の名目個

別価格と比較時点の一般物価水準とを比較した

差額をさしている。

一般物価の水準は，社会経済における或る抽

象的な合成商品の価格変動率，すなわち個々の

商品の個別価格変動の社会的•平均的な変動率

を表したものである。このような一般物価の上

昇時には，市場での需要と供給の相対関係に

よって形成される個々の商品の個別価格が全般

的な一般物価の水準による影響をも受けること

になる。したがって，個々の商品の個別価格の

上昇うち一般物価の上昇による影響部分を明ら

かにし，一般物価の上昇率を超過した部分を実

質的な価値増分と認識することになるのである。

この実質的な価値増分は，通常，実質保有利得

(real holding gains)と呼ばれており，さらに，

該当する商品が販売されたか否かによって，実

質実現保有利得あるいは実質未実現保有利得に

区別される。

この実質的な価値増減をX社と Y社について

みると，前者は¥150の実質未実現保有利得を

獲得しているが，逆に，後者は¥150の実質未実

現保有損失を蒙っていることになる。 X社の実

質未実現保有利得¥150は，保有している A商

品に生じた¥50の損失と B商品に生じた¥200

の利得との結果であり，他方， Y社の実質未実

現保有損失¥150は，保有している C商品に生

じた¥30の損失と D商品に生じた¥120の損失

との結果であることを示している。

また，同様に，特定の企業にとっての実質的

な価値増分は，概念上，比較時点における個々

の商品の個別価格の加重平均としての個別物価

指数を利用することによっても計算することが

できる。たとえば， X社の保有する A商品およ

びB商品についてラスパイレス算式を用いて個

別物価指数を求めると 25%ということになる。

この指数 25%でX社の非貨幣資産を評価した

t1時点の B/Sを作成するとつぎのようになる。

B/S③ (t1) 

現 金 1,000 借 入 金 2,000 

A 商 品 1,250 資 本 金 2,400 

B 商 品 2,500 正味購買力利得 200 

実質利益 150 

4,750 

この場合， X社の実質的な増分は， B/S①と

同様に¥150である。しかしながら，エドワー

ズ＆ベルは，たとえ，このような特定の企業に

とっての個別物価指数の利用が可能であるとし

ても，あるいは，一般物価指数がこのような個

別物価指数と仮に偶然一致したとしても，企業

の収益性を高めるために，どのような資産を拡

張し，どのような資産を縮小するかという資源

配分に関する意志決定には，個々の資産の個別
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価格が必要であると指摘している”似

さてところで，実質的な価値増分は，個別企

業の立場からみると，保有している個々の商品

に関するそれぞれの個別価格の上昇率と一般物

価の上昇率との差 たとえば， A商品では，

個別価格指数 15%と一般物価指数 20%との差

異一ーとして計算することができるが，社会経

済の観点からみると，説例のように社会全体の

実質伸び率はゼロの状態でも，個別企業間の市

場を媒介とする競争関係を反映して生じるもの

であるということができる。したがって， X社

の実質的な価値増分と Y社の実質的な価値減分

とは，社会的には相殺関係にあることを示して

いる。それゆえに，会計において計算上認識さ

れる実質損益は，個別企業の競争力が社会的な

平均水準以上であるか否かということを表して

いると言えるのではないであろうか。

また，ィンフレーション時に企業は「架空利

益」を計上することになるとよく指摘される。

しかしながら，一般物価の上昇と貨幣価値の下

落は，社会的な相対関係にあり，社会経済の観

点からみるならば，財の所有者である企業に

17) Edwards, Edgar O and Bell, Philip W., ibid., p. 

22. 前掲訳書， 17頁。

とっては，総体的に，ィンフレーションが有利

に作用することも事実である。また，取得原価

と一般物価指数による修正原価との差額は，市

場において成立する個別価格の構成要素のうち

一般物価の上昇による影響部分を表しているか

ぎり，社会的に実在するものであることも疑い

のないところである。したがって， この差額部

分は，個別企業の資本構成 負債と資本の割

合 によって，その性質が変わるものではな

いと考えられる。 ・

それゆえに，この差額部分を含む時価と原価

の差異を「架空利益」であると規定するか否か

は，資本維持の問題にかかわることになる。そ

の際に，かかる時価と原価の差異が「維持すべ

き資本」であるとするならば，その資本維持概

念は，社会的にも個別的にも妥当なものでなけ

ればならないであろう。この問題解決のために

は，改めて，社会経済全体の再生産維持と個々

の個別企業の再生産維持との相対関係をどのよ

うに捉えるかということと，資本維持計算の性

質についての再検討が必要となる。
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